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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主
の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律
でお送りいたします。

第21期定時株主総会招集ご通知に際しての
電 子 提 供 措 置 事 項

・事業報告
「業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

・連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

・計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

（ 2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 か ら 2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 ま で ）

株式会社ロジネットジャパン
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業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた
めの体制についての決定内容の概要は、次のとおりであります。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)　株式会社ロジネットジャパン（以下「当社」という。）は、当社並びにグループ各社（以下「当社グルー
プ」という。）における企業倫理を確立するために当社グループの役職員がとるべき行動の指針として「行
動指針」を定め、社内に周知する。

(2)　当社は、法令等の遵守を経営の最重要課題の一つと位置付け、コンプライアンスに関する規程を整備し、
各取締役は、経営会議、全店長会議等の場、あるいは社内電子掲示板等を使用して、役職員に対して繰り返
し法令等の遵守の重要性を発信し、その周知徹底を図る。

(3)　当社グループは、各社において取締役の中からそれぞれコンプライアンス担当取締役（内部統制担当取締
役）を任命し、当社グループのコンプライアンス体制の維持・整備及び問題点の把握に努める。

(4)　当社グループは、役職員に対してコンプライアンスに関する研修会を開催し、意識の向上と定着を図る。
(5)　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的
勢力からの不当要求・妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした
態度で組織的に対応する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)　当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存と管理に係る文書・情報管理責任者は、グループ各
社で選任する内部統制担当取締役がこれにあたる。

(2)　文書・情報管理責任者は、当社が定める「文書管理規程」に則って、これらの文書を適切に管理し、保存
する。

(3)　取締役及び監査役はこれらの文書類を常時閲覧できるよう「文書管理規程」で定める。
３．損失の危険の管理（リスク管理）に関する規程その他の体制
(1)　当社グループは、「危機管理規程」を定め、具体的な損失等の危険（リスク）をリストアップして評価す
るとともに、当社グループがリスクに直面したときの対応体制（対策本部の設置等）について整備する。

(2)　当社グループは、リスク管理を含むグループ全体の内部統制に関する事項を統括する組織として、内部統
制委員会を設置し、リスク管理等に関する重要な事項を審議するとともに、必要に応じて取締役会等に対し
て助言を行う。

(3)　当社グループの取締役は、損失の危険（リスク）が常に社内に存在すること及びリスク管理が会社の存続
と発展にとって不可欠であることを、会議の場や社内電子掲示板等で繰り返し役職員に注意喚起する。

(4)　当社の内部監査部門は、当社グループのリスク管理体制を監査し、必要に応じて内部統制担当取締役及び
監査役に報告する。

(5)　当社は、大規模地震の発生や新型インフルエンザの流行などの不測の事態や危険の発生時においても、当
社グループの事業の継続を図るため、「事業継続計画」を策定し、当社グループの役職員に周知する。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)　当社グループにおいては、各事業部門の責任体制の確立のため、各事業部門を所管する担当取締役又は担
当執行役員を任命し、業務の効率性と有効性の確保にあたらせる。

(2)　当社グループの中期経営計画並びに年度経営計画については、その進捗状況、実施状況を検証し、取締役
会に報告して適切な改善を促す。

(3)　当社グループにおける業務の効率性と内部統制の実効性を確保するため、業務処理・手続等のシステム
化・ＩＴ化を推進する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社が定める関係会社管理規程において、子会社での職務執行にあたって、親会社である当社取締役会の
承認が必要な事項について定めるとともに、親会社の担当取締役は、四半期毎に定期に開催される当社グル
ープの取締役会での報告に加えて、必要に応じて随時、子会社に対して営業成績、財務状況その他の重要な
事項について報告を求める。

(2)　子会社の損失の危険の管理（リスク管理）に関する規程その他の体制
①　当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める危機管理規程を制定し、同規程において想定さ
れるリスクを分類して網羅的に管理する。

②　当社は、当社グループのリスク管理を担当する機関として内部統制委員会を設置し、グループ全体のリ
スクマネジメント推進と実際に発生したリスクへの対応方針等の決定を行う。

(3)　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社は、毎年度、グループ全体の年度経営方針を策定し、具体的な数値目標とそれを実現するための実
行施策を定める。

②　当社は、組織、職務分掌、職務権限に関する規程を定め、子会社においても、これに準拠した規程を整
備させる。

(4)　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社は、グループ全社共通で運用する行動指針、コンプライアンスに関する規程を定め、当社グループ
の全ての役職員に周知徹底する。

②　当社グループは、当社及び全ての子会社において内部統制担当取締役を選任し、コンプライアンスの推
進にあたる。

③　当社の内部監査部門は、内部監査規程に基づいて、子会社に対して年1回以上内部監査を実施する。
④　当社は、当社グループの役職員が直接通報を行うことができる内部通報窓口及び会社とは独立した機関
としての弁護士による外部通報窓口を設置する。

(5)　その他の会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　本内部統制基本方針をグループ各社に浸透させることにより、当社グループの業務の適正を確保する。
②　上記を実現するために、当社グループのコンプライアンスに関する規程等を整備し、当社グループにお
ける業務の適正を確保するための体制を構築する。
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６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役
の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)　監査役がその職務の遂行につき補助すべき使用人を求めた場合においては、当社グループは当該監査役の
同意を得た上で、専任又は兼任で必要な能力と知識を持つ人材を配置又は兼務発令する。

(2)　当社は、監査役の職務の補助者として専任又は兼任とした使用人が監査業務に従事する場合においては、
取締役や所属長からの独立性を保障する。

(3)　監査役の職務を補助すべき使用人は、補助しようとする業務内容に応じて監査役が、都度、適任者を指名
するものとし、監査役から指名を受けた補助人が、優先的に当該補助業務を行えるよう配慮する。

(4)　当社は、内部監査規程において、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携を図り、監査業務を効率
的に遂行できるよう協力しなければならない旨を定める。

７．監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制
(1)　当社グループの役職員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに
適切な報告を行う。

(2)　取締役及び使用人が自己の行う業務に関連して、法令・定款違反や不正不当行為、著しい損害を被る恐れ
のある行為を発見もしくは予見したときは、口頭又は文書で遅滞なく内部統制担当取締役に報告するととも
に、当該報告を受けた内部統制担当取締役は、当該報告内容を口頭又は文書で遅滞なく監査役に報告する。

(3)　監査制度の目的に資するため、法令・定款違反や不正不当行為、その他当社グループに対し著しい損害を
及ぼす恐れのある行為を摘出し又は事前に防止するための社内通報制度を設ける。なお、当該制度について
は内部通報規程に定め、社内に公表する。

(4)　当社グループは、内部統制担当取締役又は監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを行うことを禁止する条文を内部通報規程に盛り込み、当社グループの役職員に周知
する。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又
は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、会社法第388
条の規定に基づいて速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2)　当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁する。
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)　監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる
ものとする。

(2)　監査役は、重要な会議の議事録、稟議書等については、いつでも閲覧することができるものとする。
(3)　当社の監査役と代表取締役との間で随時意見交換の場を設定する。
(4)　監査役が、会社の費用で専門性の高い法務・会計事項等について、独自に弁護士もしくは公認会計士に相
談することを保障する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　「行動指針」をはじめ、コンプライアンスや内部通報に関する規程を設定し、社内電子掲示板等に掲示するほ
か、係長、課長、支店長、部長、役員などの階層別のコンプライアンスに関する研修会を開催して、コンプライ
アンス意識の高揚を図る一方、社外弁護士事務所、監査役及び内部統制担当取締役を通報受付窓口とする内部通
報制度を運用し、不正行為等の早期発見に努めております。また、内部監査部門が適宜事業所を巡って社内規程
の遵守状況等を監査するほか、社外取締役、社外監査役を選任して、独立した立場から取締役の職務の執行状況
の監視、監督を行う体制としております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　「文書管理規程」を定め、文書及び情報の管理責任者を内部統制担当取締役と定めております。また、取締役
会議事録は、各社の総務部門で適切に保管管理しているほか、社内稟議書については電子決裁システムを導入し
て、電子データとして一元的に保管管理しております。

３．損失の危険の管理（リスク管理）に関する規程その他の体制
　「危機管理規程」を定めるとともに、リスク管理、内部統制に関する事項を統括する組織として内部統制委員
会を設置し、リスク発生時の状況把握と対応策の審議、担当部門への必要な指示及び取締役会への報告を行って
おります。また、コンプライアンスの重要性については、年度経営方針に盛り込み、全支店長会議等の場で周知
徹底を図るとともに、代表取締役の年頭訓示の中でコンプライアンスを重視する旨を打ち出し、社内報に掲載し
て全社員に配布しております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　事業部門長等の使用人職務を取締役に委嘱して取締役の責任体制を明確にする一方、担当執行役員を選任し、
執行と監督の役割を分離して業務の効率性と有効性の確保に努めております。また、年度経営計画については、
毎月取締役も出席して開催するグループ経営会議及び毎月開催する取締役会に進捗状況、実施状況を報告して検
証し、状況に応じた対応策を決定しております。また、取締役を含む社内の意思決定の迅速化と効率化を図るた
め、2012年７月に電子決裁システムを導入し運用しております（2024年4月に当該システムを刷新）。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　子会社の取締役会規則及び当社が定める関係会社管理規程に基づいて、子会社に関する該当事項が当社の
取締役会において適宜審議又は報告されております。また、子会社の職務権限に親会社決裁事項を定め、該
当事項については親会社が決裁を行う体制としております。更に、当社が主催して毎月グループ経営会議を
開催し、子会社の年度計画の進捗状況の報告、課題、問題点の洗い出しと解決策の検討等を行っておりま
す。

(2) 子会社の損失の危険の管理（リスク管理）に関する規程その他の体制
　グループ共通の「危機管理規程」を定めるとともに、グループ全体のリスク管理、内部統制に関する事項
を統括する組織として親会社が設置する内部統制委員会は、子会社の内部統制担当取締役も委員となってお
り、リスク発生時の状況把握と対応策の審議、担当部門への必要な指示及び取締役会への報告を行っており
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ます。また、「事業継続計画」を策定して大規模地震の発生時や新型インフルエンザの流行時のグループ全
体としての対応等を定めるほか、グループ全事業所において事業所毎の初動対応手順、緊急連絡先、非常持
出等を記載した「事業所別事業継続・防災マニュアル」を作成して備置し、緊急時に備えております。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　毎年グループ全体の年度経営方針を定め、四半期毎に開催する取締役会及び毎月開催するグループ経営会
議に進捗状況、実施状況を報告して検証し、状況に応じた対応策を決定しております。

(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　親会社が設定する「行動指針」をはじめ、コンプライアンスや内部通報に関するグループ共通規程を子会
社においても運用し、コンプライアンスに関する各種研修会にも参加して、コンプライアンス意識の高揚を
図る一方、内部通報制度を利用して、不正行為等の早期発見や防止に努める体制としております。また、各
社の取締役会において内部統制担当取締役を選任し､所属する会社のコンプライアンス体制の維持・整備にあ
たっております。

(5) その他の会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　内部統制規程、コンプライアンス規程、内部通報規程、内部統制に係る自己点検実施規程等のコンプライ
アンスに関する規程を整備し、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制、不正等を未然に防
止する体制を構築し、運用しております。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役
の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役から専任の補助人を置くことを求められた場合には、業務ラインからは完全に独立した監査役直属の使
用人を配置することとしております。また、監査役は、監査対象に応じて自ら補助すべき使用人を指名し、直接
当該使用人に指示して補助業務にあたらせることができるものとし、監査役から指名を受けた使用人は、優先的
に当該補助業務を行う体制としております。
７．監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制
　監査役は、取締役会、全支店長会議、グループ経営会議などの重要会議に出席して必要な情報を共有している
ほか、内部監査部門が作成した監査報告書は必ず監査役にも回覧されております。また、内部通報規程を定め、
各社の監査役及び内部統制担当取締役を社内の通報窓口、契約した弁護士事務所を社外の通報窓口として設置
し、通報先を社内電子掲示板に掲示するほか、啓発ポスターを作成して各事業所に掲示し、誰でも監査役をはじ
めとする通報窓口に直接通報できる制度としております。また、内部通報規程においては、役職員が内部通報を
行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを行うことを禁止する旨及び匿名による通報についても容
認する旨を規定しております。
８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又
は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役は、監査業務に伴って発生した出張旅費等の費用（前払を含む）を総務部門に請求し、総務部門では監
査役からの請求に基づいて速やかに費用の精算を行っております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議に出席して、適宜意見を述べており、代表
取締役とも必要に応じて随時意見交換を行っております。また、重要な会議の議事録、稟議書等については、総
務部門、企画部門等で保管管理しており、監査役から要請があった場合は、速やかに閲覧に供するとともに、監
査役は保管されている電子データにいつでもアクセスし閲覧できるシステムとしております。また、会社が契約
する顧問弁護士、顧問税理士とは随時相談できる体制となっており、監査役が会社の費用で専門性の高い法務・
会計事項等について、独自に弁護士もしくは公認会計士等に相談することは内部統制基本方針によって保障され
ております。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年４月１日　残高 1,000 700 19,519 △766 20,453

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 - - △641 - △641
親会社株主に帰属する
当期純利益 - - 2,745 - 2,745

自己株式の取得 - - - △1,557 △1,557

自己株式の処分 - 24 - 70 95
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) - - - - -

連結会計年度中の変動額合計 - 24 2,104 △1,486 642

2026年３月31日　残高 1,000 725 21,623 △2,253 21,096

その他の包括利益累計額
純資産合計

その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額

合 計

2025年４月１日　残高 586 586 21,040

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 - - △641
親会社株主に帰属する
当期純利益 - - 2,745

自己株式の取得 - - △1,557

自己株式の処分 - - 95
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 748 748 748

連結会計年度中の変動額合計 748 748 1,390

2026年３月31日　残高 1,335 1,335 22,431
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 14社
・主要な連結子会社の名称 札幌通運株式会社

株式会社ロジネットジャパン東日本
株式会社ロジネットジャパン西日本
株式会社ロジネットジャパン九州

② 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 該当ありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数
１社

・主要な会社等の名称 株式会社あぐりてーる

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称 該当ありません。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
　　前連結会計年度において連結子会社でありました１社については、2026年３月30日付でその他の連結子会社と合併したた

め、連結の範囲から除いております。
(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ
・デリバティブ 時価法

ハ．棚卸資産
・商品、貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算

定）
・製品、原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算

定）
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連結注記表

イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法によっております。
但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法に
よっております。
なお、主な耐用年数は、建物及び構築物８～50年、車両運搬具７～17年であります。ま
た、車両運搬具については、当社グループが独自に見積もった経済的耐用年数によっており
ます。

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

ロ．役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担する額を
計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上して
おります。

イ．重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満た
している場合は、特例処理を採用しております。

ロ．退職給付に係る会計
処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ 重要な引当金の計上基準

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主に運送事業等を行っており、荷主から依頼があった貨物の運送サービスを行っております。

運送事業等における運賃収入については、一定期間（運送期間）にわたって履行義務が充足されるものとし、原則として一定期
間（運送期間）に応じて収益を認識しております。また、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人
に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
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連結注記表

商品及び製品 89百万円
原材料及び貯蔵品 94百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 22,095百万円

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普通株式 5,740,000株 －株 －株 5,740,000株

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普通株式 397,560株 411,456株 24,540株 784,476株

会計上の見積りに関する注記
有形固定資産の減損損失
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　支店及び営業所に係る有形固定資産　17,947百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　固定資産の減損においては、所在が同一の複数の連結子会社の支店及び営業所を束ねて一つの資産グループとして、営業損益
の継続的なマイナスや市場価格の著しい下落などの減損の兆候を判定しております。営業収益の算定に当たっては荷主から収受
した運送料を当該貨物の運送に関わった複数の支店及び営業所に配分しております。また、本社費は各資産グループの営業収益
及び営業費用に応じて配賦されます。
　その結果として減損の兆候が認められた場合、合理的な仮定に基づき将来キャッシュ・フローを見積り、当該資産グループの
帳簿価額と比較して減損の認識を判定の上、回収不能と判断した場合には減損損失を計上することとしております。
　なお、将来の市場環境及び経営状況の変化により、将来キャッシュ・フローの見積りに使用した条件及び仮定に変更が生じ、
業績に影響がある場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
(1) 棚卸資産の内訳

連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の増加411,456株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得411,400株および単元未満株式の買取56株によるものでありま
す。また、自己株式の数の減少24,540株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
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連結注記表

決議 株式の種類 配当金総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2025年６月26日

定時株主総会 普通株式 320百万円 60円 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月５日
取締役会 普通株式 320百万円 65円 2025年９月30日 2025年12月１日

決議 株式の種類 配当金総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2026年６月24日

定時株主総会 普通株式 470百万円 95円 2026年３月31日 2026年６月25日

連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1) 投資有価証券 2,744 2,744 －
(2) 差入保証金 1,540 1,477 △63
(3) 長期借入金 （1,463） （1,459） 4
(4) リース債務（固定負債） （86） （82） 3

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
　該当ありません。

金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
　営業未収入金及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、経理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は
主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して
金利スワップを実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは社内規程に従い、実需の範囲で行うこと
としております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、「現金及び預金」「営業未収入金及び売掛金」「営業未払金及び買掛金」「短期借入金」「リース債務（流動負
債）」については、現金又は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）

（＊）負債に計上されているものについては（　）で示しております。
（注）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額184百万円）は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。
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連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 2,727 － － 2,727
　　その他 － 16 － 16

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
差入保証金 － 1,477 － 1,477
長期借入金 － 1,459 － 1,459
リース債務（固定） － 82 － 82

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しておりま
す。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる

資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを

使用して算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しており
ます。
差入保証金
　差入保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを見込んで、合理的に見積もられる一定の利率で割り引いて算定する方法によって
おり、その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期借入金・リース債務(固定)
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によ
っております。また、変動金利による長期借入金は、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理され
た元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっており、その時価をレ
ベル２の時価に分類しております。
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連結注記表

報告セグメント
その他 合計

北海道 東日本 西日本 計
営業収益
　顧客との契約から生じる収益 22,058 32,008 20,181 74,247 3,747 77,995
　その他の収益 - - - - 13 13
　外部顧客への営業収益 22,058 32,008 20,181 74,247 3,761 78,008

当連結会計年度
契約負債（期首残高） 14
契約負債（期末残高） 32

(1) １株当たり純資産額 4,526円50銭
(2) １株当たり当期純利益 539円03銭

収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 (5)会計方針に関する事項 ④重要
な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存
在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等
　顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

　契約負債は、顧客からの前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に
認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、14百万円であります。当連結会計年度中の契約負債
残高について、重要な変動は発生しておりません。

② 残存履行義務に配分した取引金額
　当社及び連結子会社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に配分した取引金額の注
記にあたって実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当ありません。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2025年４月１日残高 1,000 5,220 - 5,220 12,343 12,343 △783 17,780
事業年度中の変動額
剰余金の配当 - - - - △641 △641 - △641
当期純利益 - - - - 2,822 2,822 - 2,822
自己株式の取得 - - - - - - △1,557 △1,557
自己株式の処分 - - 24 24 - - 70 95
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） - - - - - - - -

事業年度中の変動額合計 - - 24 24 2,181 2,181 △1,486 720
2026年３月31日残高 1,000 5,220 24 5,245 14,525 14,525 △2,269 18,500

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
2025年４月１日残高 477 18,257
事業年度中の変動額
剰余金の配当 - △641
当期純利益 - 2,822
自己株式の取得 - △1,557
自己株式の処分 - 95
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 713 713

事業年度中の変動額合計 713 1,433
2026年３月31日残高 1,190 19,691
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

役員退職慰労
引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 商品の評価基準及び評価方法
　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、その他は定率法によっております。耐用年数は建物８～50年、構築物10～20年、車両
運搬具７～13年、工具、器具及び備品４～15年であります。

無形固定資産 商標権は６年の均等償却、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準
役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担する額を計上しておりま

す。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、主に子会社からの経営指導料について顧客との契約から生じる収益を認識しており、当該履行義務は、子会社との
契約期間にわたり契約内容に応じた均一のサービスを提供するものであるため、役務を提供する期間にわたり収益を認識して
おります。商品販売については、引渡時点において顧客に当該商品に対する支配が移転し履行義務が充足されるため、引渡時
点で収益を認識しております。
　なお、賃貸収入及び配当金については、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。

会計上の見積りに関する注記
　　関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式　　　6,387百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社が保有する関係会社株式は、全て市場価格のない株式であります。
期末における関係会社株式の評価において、実質価額が帳簿価額に比べて著しく低下した場合には、その回復可能性が十分な
証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。
　なお、将来の市場環境及び関係会社の経営状況の変化により、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる事象が生じた場
合、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,154百万円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 15,038百万円
短期金銭債務 858百万円

関係会社との取引 営業収益 5,169百万円
営業原価 757百万円
販売費及び一般管理費 141百万円
営業外収益 208百万円
営業外費用 12百万円

普通株式 784,476株

　未払事業税 14百万円
　役員退職慰労引当金 101百万円
　ソフトウェア 11百万円
　棚卸資産評価損 15百万円
　その他 11百万円
繰延税金資産小計 154百万円
　評価性引当額 △78百万円
繰延税金資産合計 76百万円

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △542百万円
繰延税金負債合計 △542百万円
繰延税金負債の純額 △465百万円

繰延税金負債 465百万円

貸借対照表に関する注記

損益計算書に関する注記

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

　　　繰延税金資産

　当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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個別注記表

種類 会社等の
名称

資本金
（百万円） 事業の内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社

札幌通運
株式会社 100 貨物自動車

運送事業
所有
直接100.0

経営指導
役員の兼任
資金の移動
不動産賃貸
物品販売

経営指導料
（注）１. 786 営業未収入金 72

資金の回収
（注）２. 358 短期貸付金 6,864

賃貸収入
（注）３. 12 営業未収入金 1

商品の仕入
（注）４. 615 営業未払金 59

株式会社
ロジネットジャパン

東日本
98 貨物自動車

運送事業
所有
直接100.0

経営指導
役員の兼任
資金の移動
不動産賃貸

経営指導料
（注）１. 1,146 営業未収入金 105

資金の貸付
（注）２. 524 短期貸付金 431

賃貸収入
（注）３. 63 営業未収入金 5

株式会社
ロジネットジャパン

西日本
98 貨物自動車

運送事業
所有
直接100.0

経営指導
役員の兼任
資金の移動

経営指導料
（注）１. 649 営業未収入金 59

資金の回収
（注）２. 376 短期貸付金 2,755

株式会社
ロジネットジャパン

九州
98 貨物自動車

運送事業
所有
直接100.0

経営指導
役員の兼任
資金の移動

経営指導料
（注）１. 103 営業未収入金 9

資金の借入
（注）２. 13 短期借入金 62

関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等　　　　　　該当ありません。
(2) 子会社及び関連会社等
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2026/05/28 14:43:27 / 25302097_株式会社ロジネットジャパン_招集通知

個別注記表

種類 会社等の
名称

資本金
（百万円） 事業の内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社

株式会社
ＬＮＪさくらスマイル 10 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の貸付
（注）２. 291 短期貸付金 864

株式会社
ＬＮＪ自工 30

自動車修理業
貨物自動車
運送事業

所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の借入
（注）２. 60 短期借入金 355

株式会社
ＬＮＪ道東 30 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の貸付
（注）２. 150 短期貸付金 685

株式会社
ＬＮＪ商事 10 物品販売業 所有

間接100.0
役員の兼任
資金の移動

資金の返済
（注）２. 53 短期借入金 375

株式会社
ＬＮＪ小泉 15 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の借入
（注）２. 270 - -

株式会社
ＬＮＪ関東 30 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の貸付
（注）２. 467 短期貸付金 2,532

株式会社
ＬＮＪ中通 95 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の貸付
（注）２. 22 短期貸付金 61

株式会社
ＬＮＪ東京 50 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の回収
（注）２. 63 短期貸付金 43

株式会社
ＬＮＪ神戸 10 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の回収
（注）２. 24 短期貸付金 359

株式会社
ＬＮＪ大阪 10 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の貸付
（注）２ 5 短期貸付金 19

株式会社
ＬＮＪ名古屋 10 貨物自動車

運送事業
所有
間接100.0

役員の兼任
資金の移動

資金の貸付
（注）２ 4 短期貸付金 14

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. 経営指導料の取り決めについては、業務内容を勘案し協議の上、決定しております。

2. 当社は、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しており、CMS取引の実態を明瞭に開示するために、取引金額は純額表示
しております。なお、利率については市場金利を勘案して合理的に決定しております。

3. 賃貸収入については、一般的な市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
4. 商品の仕入については、総原価を勘案して希望価格を提示し、毎期価格交渉の上決定しております。

(3) 兄弟会社等　　　　　　　　　　　　　該当ありません。
(4) 役員及び個人主要株主等　　　　　　　該当ありません。
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個別注記表

(1) １株当たり純資産額 3,973円68銭
(2) １株当たり当期純利益 554円29銭

収益認識に関する注記
　収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針に係る事項に関する注記(5)重要な収益及び費用の計上基準」
に記載のとおりであります。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当ありません。
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